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４．主な業務 

（１）参考純率と基準料率の算出・提供 

損害保険業においては、将来の事故の発生率や損害額を可能な限り的確に予測し、適正な保

険料率の水準を維持することが求められます。当機構では、会員等から大量の保険データを収

集し、科学的・工学的手法や保険数理の理論等を駆使して、火災保険・傷害保険・任意自動車

保険・介護費用保険の参考純率および自賠責保険・地震保険の基準料率を算出し、会員に提供

しています。 

⇒Ⅱ．自動車保険参考純率および自賠責保険基準料率算出の概要（125 ページ）参照 

 

（２）自賠責保険の損害調査 

自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部を設置し、その下には都道府県庁所在地

等に自賠責損害調査事務所を置いて、自賠責保険への請求について損害調査を行っています。

これらの調査結果は、自賠責保険基準料率の算出に際しても重要な基礎資料として活用されて

います。また、政府の保障事業の損害調査についても、当機構が行っています。 

⇒Ⅲ．自賠責保険損害調査の概要（132 ページ）参照 

 

（３）データバンク機能 

料率算出業務や自賠責保険の損害調査業務を通じて収集・蓄積したデータやノウハウをもと

に、会員はもとより官庁、有識者、消費者などに対して、損害保険に関するデータバンクとし

ての機能を果たしています。 

⇒Ⅳ．データバンク機能の概要（135 ページ）参照 

 

５．組 織 

[概 要] 名 称 ： 損害保険料率算出機構（損保料率機構） 

   （Non-Life Insurance Rating Organization of Japan：NLIRO） 

 職員数： 2,197 名（うち、自賠責損害調査センター 本部 171 名、 

全国 7地区本部・自賠責損害調査事務所（54 か所）1,701 名） 

（平成 23 年 1 月 1日現在） 

[組織図] 
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101-0054 1-9 
 

   

     TEL 03-3233-4141  
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